
JP 5206683 B2 2013.6.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次元的に配列した複数の第１凹部又は凸部を含んだ第１レリーフ構造が設けられ、前
記第１レリーフ構造は光で照明したときに第１回折光を射出する光反射性界面と、
　前記光反射性界面の前方に設置され、前記光反射性界面と比較して反射率がより小さい
光透過性界面であって、二次元的に配列した複数の第２凹部又は凸部を含んだ第２レリー
フ構造が設けられ、前記第２レリーフ構造は前記光で照明したときに第２回折光を射出す
る光透過性界面と
を具備し、
　前記複数の第１凹部又は凸部の中心間距離及び前記複数の第２凹部又は凸部の中心間距
離の少なくとも一方は４００ｎｍ以下である光学素子。
【請求項２】
　前記複数の第１凹部又は凸部の各々は、球体又は回転楕円体の表面の一部と同一の形状
を有しており、前記複数の第２凹部又は凸部の各々は、球体又は回転楕円体の表面の一部
と同一の表面形状を有している請求項１に記載の光学素子。
【請求項３】
　前記複数の第１凹部又は凸部の中心間距離は、前記複数の第２凹部又は凸部の中心間距
離と等しい請求項１に記載の光学素子。
【請求項４】
　前記複数の第１凹部又は凸部の中心間距離は、前記複数の第２凹部又は凸部の中心間距
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離とは異なっている請求項１に記載の光学素子。
【請求項５】
　前記光学素子は、
　　二次元的に配列した複数の透明粒子からなる粒子層と、
　　前記粒子層の一方の主面を被覆した反射層と
を含み、
　前記複数の第１凹部又は凸部は前記反射層の表面のうち前記複数の透明粒子と接してい
る部分であり、前記複数の第２凹部又は凸部は前記複数の透明粒子の表面のうち前記反射
層と接していない部分である請求項１に記載の光学素子。
【請求項６】
　前記光学素子は、
　　二次元的に配列した複数の透明粒子からなる粒子層と、
　　前記粒子層の一方の主面を被覆した透明被覆層と、
　　前記透明被覆層を間に挟んで前記主面を被覆した反射層と
を含み、
　前記複数の第１凹部又は凸部は前記反射層の表面のうち前記透明被覆層と接している部
分であり、前記複数の第２凹部又は凸部は前記複数の透明粒子の表面のうち前記透明被覆
層と接していない部分である請求項１に記載の光学素子。
【請求項７】
　前記光学素子は、
　　反射層と、
　　前記反射層と向き合った透明層と
を含み、
　前記複数の第２凹部又は凸部は前記反射層の表面に設けられており、前記複数の第１凹
部又は凸部は前記透明層の表面に設けられている請求項１に記載の光学素子。
【請求項８】
　前記光透過性界面を間に挟んで前記光反射性界面と向き合った偏光子を更に具備した請
求項１に記載の光学素子。
【請求項９】
　前記光反射性界面を間に挟んで前記光透過性界面と向き合った接着層又は粘着層を更に
具備した請求項１に記載の光学素子。
【請求項１０】
　請求項１に記載の光学素子と、
　前記光透過性界面を間に挟んで前記光反射性界面と向き合い、前記光学素子を剥離可能
に支持した支持体と
を具備した積層品。
【請求項１１】
　請求項１に記載の光学素子と、
　前記光反射性界面を間に挟んで前記光透過性界面と向き合い、前記光学素子を支持した
物品と
を具備したラベル付き物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ホログラム又は回折格子を含んだ光学素子は、様々な用途で利用されている。例えば、
特開２００５－０９１７８６には、ホログラムを含んだ光学素子を偽造防止の目的で使用
することが記載されている。
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【発明の開示】
【０００３】
　本発明の目的は、特殊な視覚効果を達成することにある。
【０００４】
　本発明の第１側面によると、二次元的に配列した複数の第１凹部又は凸部を含んだ第１
レリーフ構造が設けられ、前記第１レリーフ構造は光で照明したときに第１回折光を射出
する光反射性界面と、前記光反射性界面の前方に設置され、前記光反射性界面と比較して
反射率がより小さい光透過性界面であって、二次元的に配列した複数の第２凹部又は凸部
を含んだ第２レリーフ構造が設けられ、前記第２レリーフ構造は前記光で照明したときに
第２回折光を射出する光透過性界面とを具備し、前記複数の第１凹部又は凸部の中心間距
離及び前記複数の第２凹部又は凸部の中心間距離の少なくとも一方は４００ｎｍ以下であ
る光学素子が提供される。
【０００５】
　本発明の第２側面によると、第１側面に係る光学素子と、前記光透過性界面を間に挟ん
で前記光反射性界面と向き合い、前記光学素子を剥離可能に支持した支持体とを具備した
積層品が提供される。
【０００６】
　本発明の第３側面によると、第１側面に係る光学素子と、前記光反射性界面を間に挟ん
で前記光透過性界面と向き合い、前記光学素子を支持した物品とを具備したラベル付き物
品が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一態様に係る光学素子を概略的に示す平面図。
【図２】図１に示す光学素子のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図。
【図３】或る回折格子が１次回折光を射出する様子を概略的に示す図。
【図４】他の回折格子が１次回折光を射出する様子を概略的に示す図。
【図５】図１及び図２に示す光学素子の一変形例を概略的に示す断面図。
【図６】図１及び図２に示す光学素子の他の変形例を概略的に示す平面図。
【図７】図１及び図２に示す光学素子の更に他の変形例を概略的に示す断面図。
【図８】図１及び図２に示す光学素子の更に他の変形例を概略的に示す断面図。
【図９】図８に示す光学素子の一変形例を概略的に示す断面図。
【図１０】図８に示す光学素子の他の変形例を概略的に示す断面図。
【図１１】本発明の他の態様に係る光学素子を概略的に示す断面図。
【図１２】図１１に示す光学素子の一変形例を概略的に示す断面図。
【図１３】図１１に示す光学素子の他の変形例を概略的に示す断面図。
【図１４】光学素子を含んだ積層品の一例を概略的に示す断面図。
【図１５】光学素子を含んだ積層品の他の例を概略的に示す断面図。
【図１６】ラベル付き物品の一例を概略的に示す平面図。
【図１７】図１６に示すラベル付き物品のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線に沿った断面図。
【図１８】ラベル付き物品の他の例を概略的に示す平面図。
【図１９】インキの一例を概略的に示す断面図。
【図２０】本発明の更に他の態様に係る光学素子を概略的に示す断面図。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の態様について説明する。なお、同様又は類似した機能を発揮する構成要
素には、全ての図を通じて同一の参照符号を付し、重複する説明は省略する。
【０００９】
　図１は、本発明の一態様に係る光学素子を概略的に示す平面図である。図２は、図１に
示す光学素子のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である。
【００１０】
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　この光学素子１は、粒子層１１と反射層１２と担体層１３とを含んでいる。光学素子１
の前面は担体層１３側であり、背面は反射層１２側である。
【００１１】
　粒子層１１は、二次元的に配列した複数の透明粒子１１０からなる。具体的には、透明
粒子１１０は、光学素子１の表示面に平行であり且つ互いに交差したＸ方向とＹ方向とに
配列している。ここでは、Ｘ方向とＹ方向とは、約６０°の角度を成している。
【００１２】
　透明粒子１１０は、Ｘ方向及びＹ方向に垂直なＺ方向には積層されていない。即ち、粒
子層１１は、透明粒子１１０の単一層である。
【００１３】
　透明粒子１１０は、規則的に配置されていている。典型的には、透明粒子１１０は、乱
れ及び／又は欠陥を含んだ配列構造を形成している。ここでは、説明を簡略化するために
、透明粒子１１０は規則的に配列していることとする。具体的には、透明粒子１１０は、
三角格子を形成していることとする。
【００１４】
　透明粒子１１０の平均粒径は、例えば２．５μｍ以下である。この平均粒径は、２００
ｎｍ乃至８００ｎｍの範囲内にあってもよく、２００ｎｍ乃至５００ｎｍの範囲内にあっ
てもよく、２００ｎｍ乃至４００ｎｍの範囲内にあってもよい。
【００１５】
　透明粒子１１０の粒度分布、ここでは数分布は、例えば、以下の条件を満足している。
即ち、全粒子の７０％以上が、平均粒径の０．８倍以上であり且つ１．２倍以下の粒径を
有している。典型的には、全粒子の９０％以上が、平均粒径の０．９倍以上であり且つ１
．１倍以下の粒径を有している。
【００１６】
　透明粒子１１０は、互いに接触していてもよく、互いから離間していてもよい。　
　単位面積に占める透明粒子１１０の割合、即ち充填率は、例えば３０％以上であり、典
型的には６０％以上である。
【００１７】
　透明粒子１１０の平均的な中心間距離は、透明粒子１１０の平均粒径とほぼ等しいか又
はそれよりも大きい。透明粒子１１０の平均的な中心間距離は、例えば２．５μｍ以下で
ある。この中心間距離は、２００ｎｍ乃至８００ｎｍの範囲内にあってもよく、２００ｎ
ｍ乃至５００ｎｍの範囲内にあってもよく、２００ｎｍ乃至４００ｎｍの範囲内にあって
もよい。
【００１８】
　透明粒子１１０の最大径と最小径との比の平均は、例えば１．０乃至１．２の範囲内に
ある。典型的には、透明粒子１１０は、略球体形状を有している。透明粒子１１０は、他
の形状を有していてもよい。例えば、透明粒子１１０は、略回転楕円体形状を有していて
もよい。
【００１９】
　ここで、透明粒子１１０に関する数値の殆どは、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）及び／又は
透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）を利用して得られる値である。具体的には、粒子層１１０上で
３つの視野を無作為に選定し、各視野について顕微鏡写真を撮影する。各視野の寸法は、
十分な数の透明粒子１１０が存在し且つ各透明粒子１１０の寸法を正確に測定できるよう
に設定する。例えば、各視野の面積は、１００μｍ２以上とする。そして、これら顕微鏡
写真を利用して、透明粒子１１０に関する数値を得る。なお、透明粒子１１０の平均粒径
及び粒度分布は、それぞれ、各視野内の全ての透明粒子１１０について得られる最大径の
平均及び数分布である。また、充填率は、各透明粒子１１０が上記平均粒径と等しい直径
を有している球体であると仮定して得られる数値である。
【００２０】
　透明粒子１１０は、無色又は有色の透明材料からなる。典型的には、透明粒子１１０は
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無色透明材料からなる。透明粒子１１０は、例えば有機材料又は無機材料からなる。
【００２１】
　有機材料としては、例えば、アクリル樹脂、ポリスチレン、ポリエステル、ポリイミド
、ポリオレフィン、ポリアクリル酸メチル、ポリメタクリル酸メチル、ポリエチレン、ポ
リプロピレン、ポリエーテルスルフォン、ポリアミド、ナイロン、ポリウレタン、ポリ塩
化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、アクリルアミド、又はそれらの１つ以上を含んだ共重合
体を使用することができる。
【００２２】
　無機材料としては、例えば、炭酸カルシウム、炭酸バリウム、炭酸マグネウム、珪酸カ
ルシウム、珪酸バリウム、珪酸マグネシウム、燐酸カルシウム、燐酸バリウム、燐酸マグ
ネシウム、酸化珪素、酸化チタン、酸化鉄、酸化コバルト、酸化亜鉛、酸化ニッケル、酸
化マンガン、酸化アルミニウム、水酸化鉄、水酸化ニッケル、水酸化アルミニウム、水酸
化カルシウム、水酸化クロム、珪酸亜鉛、珪酸アルミニウム、炭酸亜鉛、塩基性炭酸銅、
硫化亜鉛又はガラスを使用することができる。
【００２３】
　各透明粒子１１０は、均一な組成を有していてもよく、不均一な組成を有していてもよ
い。後者の場合、透明粒子１１０は、例えば、コア部と、コア部の全面を被覆し且つコア
部とは屈折率が異なるシェル部とを含んでいてもよい。或いは、透明粒子１１０は、屈折
率が異なり、交互に積層された複数の層を含んでいてもよい。或いは、透明粒子１１０に
は、表面処理が施されていてもよい。
【００２４】
　透明粒子１１０は、中実（solid）であってもよく、中空であってもよく、多孔質であ
ってもよい。多孔質の透明粒子１１０は、微粒子の凝集体であってもよく、そうでなくて
もよい。
【００２５】
　反射層１２は、粒子層１１の背面を被覆している。反射層１２と粒子層１１との界面は
、光反射性を有している。
【００２６】
　反射層１２は、光透過性であってもよく、遮光性であってもよい。例えば、可視領域、
例えば４００ｎｍ乃至７００ｎｍの波長範囲内の全域で透過率が２０％以上である場合、
光学素子１を介してその背後の像を観察することができる。
【００２７】
　反射層１２と粒子層１１との界面には、透明粒子１１０に対応した複数の第１凹部又は
凸部を含んだ第１レリーフ構造が設けられている。この第１レリーフ構造は、光で照明し
たときに第１回折光を射出する。この光は、典型的には可視光である。なお、第１凹部又
は凸部の寸法は、透明粒子１１０の寸法と同様である。
【００２８】
　反射層１２の材料としては、例えば、金属若しくは合金、透明誘電体又はそれらの組み
合わせを使用することができる。
【００２９】
　金属又は合金としては、例えば、アルミニウム、錫、クロム、ニッケル、銅、金、銀、
又はそれらの１つ以上を含んだ合金を使用することができる。
【００３０】
　透明誘電体は、例えば、透明粒子１１０とは屈折率が異なっている。例えば、透明誘電
体の屈折率と透明粒子１１０の屈折率との差の絶対値は、０．２以上である。この差が大
きいと、高い反射率を達成できる。
【００３１】
　透明誘電体としては、セラミックス又は有機高分子を使用することができる。セラミッ
クスとしては、例えば、酸化アンチモン（Ｓｂ２Ｏ３：３．０）、三酸化二鉄（Ｆｅ２Ｏ

３：２．７）、酸化チタン（ＴｉＯ２：２．６）、硫化カドミウム（ＣｄＳ：２．６）、
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酸化セリウム（ＣｅＯ２：２．３）、硫化亜鉛（ＺｎＳ：２．３）、塩化鉛（ＰｂＣｌ２

：２．３）、酸化カドミウム（ＣｄＯ：２．２）、酸化アンチモン（Ｓｂ２Ｏ３：５）、
酸化タングステン（ＷＯ３：５）、一酸化珪素（ＳｉＯ：５）、二酸化珪素（ＳｉＯ２：
１．４５）三酸化二珪素（Ｓｉ２Ｏ３：２．５）、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３：２．０
）、酸化鉛（ＰｂＯ：２．６）、酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ３：２．４）、酸化亜鉛（Ｚｎ
Ｏ：２．１）、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２：５）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ：１）、
二酸化二珪素（Ｓｉ２Ｏ２：１０）、弗化マグネシウム（ＭｇＦ２：４）、弗化セリウム
（ＣｅＦ３：１）、弗化カルシウム（ＣａＦ２：１．３～１．４）、弗化アルミニウム（
ＡｌＦ３：１）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３：１）又は酸化ガリウム（ＧａＯ：２）
を使用することができる。有機高分子としては、例えば、ポリエチレン（１．５１）、ポ
リプロピレン（１．４９）、ポリテトラフルオロエチレン（１．３５）、ポリメチルメタ
クリレート（１．４９）又はポリスチレン（１．６０）を使用することができる。なお、
括弧内の数値は、屈折率を示している。
【００３２】
　或いは、反射層１２の材料として、金属、合金、セラミックス又は有機高分子からなる
粒子と、透明樹脂との混合物を使用してもよい。この場合、反射層１２は、粘着層又は接
着層を兼ねていてもよい。
【００３３】
　反射層１２は、単層構造を有していてもよく、多層構造を有していてもよい。後者の場
合、反射層１２は、例えば、繰り返し反射干渉を生じるように設計された多層膜であって
もよい。
【００３４】
　反射層１２は、粒子層１１の背面全体を被覆していてもよい。或いは、反射層１２は、
粒子層１１の背面の一部のみを被覆していてもよい。即ち、反射層１２は、パターニング
されていてもよい。この場合、反射層１２は、光学素子１が表示すべき像の輪郭を規定す
るためにパターニングされていてもよい。或いは、反射層１２は、最適な反射率を達成す
るために、ドット状又はメッシュ状にパターニングされていてもよい。
【００３５】
　担体層１３は、粒子層１１の前面を被覆している。担体層１３は、透明粒子１１０を支
持している。各透明粒子１１０は、その半分未満が担体層１３に埋め込まれている。担体
層１３は、省略することができる。
【００３６】
　担体層１３と粒子層１１との界面は、光透過性を有している。この界面は、反射層１２
と粒子層１１との光反射性界面と比較して反射率がより小さい。例えば、この光透過性界
面は、光反射性界面と比較して、第１レリーフ構造が回折させる光についての反射率がよ
り小さい。
【００３７】
　典型的には、この光透過性界面は、反射層１２と粒子層１１との光反射性界面と比較し
て透過率がより大きい。例えば、この光透過性界面は、光反射性界面と比較して、第１レ
リーフ構造が回折させる光についての透過率がより小さい。
【００３８】
　担体層１３と粒子層１１との界面には、透明粒子１１０に対応した複数の第２凹部又は
凸部を含んだ第２レリーフ構造が設けられている。第２レリーフ構造は、光で照明したと
きに第２回折光を射出する。この光は、典型的には可視光である。なお、第２凹部又は凸
部の寸法は、透明粒子１１０の寸法と同様である。
【００３９】
　担体層１３は、無色又は有色の透明材料からなる。典型的には、担体層１３は、無色透
明である。担体層１３の材料としては、例えば透明樹脂を使用することができる。
【００４０】
　担体層１３の体積比が粒子層１１の体積比と比較して十分に小さい場合、例えば担体層
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１３の平均的な厚さが透明粒子１１０の平均粒径の５０％未満である場合、担体層１３は
、透明粒子１１０間の隙間又は透明粒子１１０同士の接触部に局在化している可能性があ
る。或いは、担体層１３の前面は、粒子層１１の表面形状に対応した形状を有している可
能性がある。そのような場合、担体層１３の屈折率は、透明粒子１１０の屈折率と異なっ
ていてもよく、同一であってもよい。
【００４１】
　担体層１３の前面が平坦である場合、担体層１３は、透明粒子１１０とは屈折率が異な
っている。それらの屈折率の差の絶対値は、例えば、０．１乃至１．５の範囲内にある。
【００４２】
　この光学素子１に前面側から光を照射すると、第１及び第２レリーフ構造の各々が回折
光を射出する。第１レリーフ構造が射出する回折光と第２レリーフ構造が射出する回折光
とは、強め合う干渉を生じるか、又は、弱め合う干渉を生じ得る。そして、第１及び第２
レリーフ構造の各々は、入射光の一部を散乱させる。
【００４３】
　即ち、第１及び第２レリーフ構造の各々は、回折光と散乱光とを射出する。そして、観
察条件を変化させると、回折光の波長が変化するのに加え、回折光と散乱光との強度の比
が変化する。
【００４４】
　粒子層１１及び担体層１３を省略した光学素子１は、散乱光を高い強度で射出しない。
また、反射層１２を省略した光学素子１は、回折光を高い強度で射出せず、散乱光も高い
強度で射出しない。即ち、図１及び図２を参照しながら説明した構成を採用すると、特殊
な視覚効果を達成することができる。
【００４５】
　この光学素子１では、透明粒子１１０の平均的な中心間距離を十分に小さくしてもよい
。例えば、この中心間距離を、５００ｎｍ又はそれより小さくしてもよく、４００ｎｍ又
はそれより小さくしてもよい。こうすると、以下に説明するように、特殊な条件のもとで
のみ視感度の高い回折光を観察可能とすることができる。
【００４６】
　上記の通り、第１及び第２レリーフ構造の各々は、回折格子の如く機能する。回折格子
を照明すると、回折格子は、入射光である照明光の進行方向に対して特定の方向に強い回
折光を射出する。
【００４７】
　ｍ次回折光（ｍ＝０、±１、±２、・・・）の射出角βは、回折格子の格子線に垂直な
面内で光が進行する場合、下記等式（１）から算出することができる。　
　　　　ｄ＝ｍλ／（ｓｉｎα－ｓｉｎβ）　…（１）
　この等式（１）において、ｄは回折格子の格子定数を表し、ｍは回折次数を表し、λは
入射光及び回折光の波長を表している。また、αは、０次回折光、即ち、透過光又は正反
射光の射出角を表している。換言すれば、αの絶対値は照明光の入射角と等しく、反射型
回折格子の場合には、照明光の入射方向と正反射光の射出方向とは、回折格子が設けられ
た界面の法線に関して対称である。
【００４８】
　なお、回折格子が反射型である場合、角度αは、０°以上であり且つ９０°未満である
。また、回折格子が設けられた界面に対して斜め方向から照明光を照射し、法線方向の角
度、即ち０°を境界値とする２つの角度範囲を考えると、角度βは、回折光の射出方向と
正反射光の射出方向とが同じ角度範囲内にあるときには正の値である。そして、角度βは
、回折光の射出方向と照明光の入射方向とが同じ角度範囲内にあるときには負の値である
。以下、正反射光の射出方向を含む角度範囲を「正の角度範囲」と呼び、照明光の入射方
向を含む角度範囲を「負の角度範囲」と呼ぶ。
【００４９】
　法線方向から回折格子を観察する場合、表示に寄与する回折光は射出角βが０°の回折
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光のみである。従って、この場合、格子定数ｄが波長λと比較してより大きければ、上記
等式（１）を満足する波長λ及び入射角αが存在する。即ち、この場合、観察者は、上記
等式（１）を満足する波長λを有する回折光を観察することができる。
【００５０】
　これに対し、格子定数ｄが波長λと比較してより小さい場合、上記等式（１）を満足す
る入射角αは存在しない。従って、この場合、観察者は、回折光を観察することができな
い。
【００５１】
　この説明から明らかなように、透明粒子１１０の平均的な中心間距離を十分に小さくし
た場合、第１及び第２レリーフ構造の各々は法線方向に回折光を射出しないか、又は、第
１及び第２レリーフ構造の各々が法線方向に射出する回折光は視感度の低いもののみであ
る。
【００５２】
　透明粒子１１０の平均的な中心間距離を十分に小さくした場合、通常の回折格子とは以
下の点で相違する光学特性を更に得ることができる。
【００５３】
　図３は、或る回折格子が１次回折光を射出する様子を概略的に示す図である。図４は、
他の回折格子が１次回折光を射出する様子を概略的に示す図である。
【００５４】
　図３及び図４において、ＩＦは回折格子が形成された界面を示し、ＮＬは界面ＩＦの法
線を示している。また、ＩＬは複数の波長の光から構成される白色照明光を示し、ＲＬは
正反射光又は０次回折光を示し、ＤＬｒ、ＤＬｇ及びＤＬｂは白色照明光ＩＬが分光する
ことにより得られる赤、緑及び青色の１次回折光を示している。
【００５５】
　図３において、界面ＩＦには、格子定数が可視光の最短波長、例えば約４００ｎｍより
も大きい回折格子が設けられている。他方、図４において、界面ＩＦには、格子定数が可
視光の最短波長よりも小さい回折格子が設けられている。
【００５６】
　上記等式（１）から明らかなように、回折格子の格子定数ｄが可視光の最短波長と比較
してより大きい場合、界面ＩＦに対して斜め方向から照明光ＩＬを照射すると、図３に示
すように、回折格子は、１次回折光ＤＬｒ、ＤＬｇ及びＤＬｂをそれぞれ正の角度範囲内
の射出角βｒ、βｇ及びβｂで射出する。なお、図示していないが、このとき、回折格子
は、他の波長の光についても同様に１次回折光を射出する。
【００５７】
　これに対し、回折格子の格子定数ｄが可視光の最短波長の１／２より大きく且つこの最
短波長未満である場合、界面ＩＦに対して斜め方向から照明光ＩＬを照射すると、図４に
示すように、回折格子は、１次回折光ＤＬｒ、ＤＬｇ及びＤＬｂをそれぞれ負の角度範囲
内の射出角βｒ、βｇ及びβｂで射出する。
【００５８】
　この説明から明らかなように、透明粒子１１０の平均的な中心間距離を十分に小さくす
ると、第１及び第２レリーフ構造の各々は、正の角度範囲内に回折光を射出せずに、負の
角度範囲内のみに回折光を射出する。或いは、第１及び第２レリーフ構造の各々は、正の
角度範囲内に視感度が低い回折光のみを射出し、負の角度範囲内に視感度が高い回折光を
射出する。即ち、第１及び第２レリーフ構造の各々は、通常の回折格子とは異なり、視感
度が高い回折光を負の角度範囲内のみに射出する。
【００５９】
　また、この光学素子１では、透明粒子１１０は、光反射性界面及び光透過性界面の各々
にテーパ形状の凹部又は凸部を形成している。このような構造を採用した場合、先の中心
間距離が十分に短ければ、各界面及びその近傍の領域は、Ｚ方向に連続的に変化した屈折
率を有していると見なすことができる。そのため、どの角度から観察しても、光反射性界
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面及び光透過性界面についての反射率は小さい。そして、上記の通り、第１及び第２レリ
ーフ構造は、実質的に、法線方向に回折光を射出しない。加えて、透明粒子１１０は、入
射光の一部を散乱させる。
【００６０】
　即ち、先の中心間距離が十分に短い場合、この光学素子１は、正反射光を殆ど射出しな
い。そして、この場合、光学素子１は、視感度が高い回折光を、負の角度範囲内にのみ射
出する。加えて、光学素子１は、散乱光を、広い角度範囲に亘って射出する。
【００６１】
　従って、この光学素子１は、正面から観察した場合、暗く濁った色を表示する。また、
この光学素子１は、負の角度範囲内の方向から照明し、正の角度範囲内の方向から観察し
た場合においても、暗く濁った色を表示する。そして、この光学素子１は、負の角度範囲
内の方向から照明し、負の角度範囲内の方向から観察した場合には、回折光に由来する分
光色を表示する。
【００６２】
　このように、先の中心間距離を十分に短くすると、特殊な条件のもとでのみ視感度の高
い回折光を観察可能とすることができる。そして、この光学素子１は、他の条件のもとで
は、暗く濁った色を表示する。従って、この光学素子１を真正品とした場合、この光学的
特徴を確認することにより、真正品であるか否かが不明な光学素子を、真正品と非真正品
との間で判別することができる。
【００６３】
　なお、ここでは、可視領域内の光の振る舞いについて説明しているが、これと同様の現
象は、赤外領域内の光についても生じる。即ち、先の中心間距離を適宜設定すれば、特定
の波長範囲、例えば１０００ｎｍ乃至１２００ｎｍの波長範囲内のあらゆる波長について
、光学素子１が正の角度範囲内の方向に回折光を射出するのを防止できる。そして、この
場合、先の特定波長範囲内の何れかの波長について、光学素子１に、負の角度範囲内の方
向へと回折光を射出させることができる。従って、真正品であるか否かが不明な光学素子
を、赤外光を利用して真正品と非真正品との間で判別することも可能である。
【００６４】
　この光学素子１は、他の点においても優れた偽造防止効果を達成する。　
　上記の通り、透明粒子１１０は、典型的には、乱れ及び／又は欠陥を含んだ配列構造を
形成している。そして、後述する製造方法によって同一の乱れ及び／又は欠陥を再現する
ことは不可能である。
【００６５】
　また、この乱れ及び／又は欠陥を含んだ配列構造は、各光学素子１に固有の構造である
。従って、この配列構造を予め記録しておけば、真正品であるか否かが不明な光学素子が
含んでいる配列構造と記録されている配列構造と対比することにより、その光学素子を真
正品と非真正品との間で判別することができる。
【００６６】
　そして、透明粒子１１０が形成している各レリーフ構造は、凸部の中心間距離に対する
凸部の高さの比が大きい。加えて、透明粒子１１０は、典型的には、順テーパ形状と逆テ
ーパ形状とを組み合わせた形状を有している。光学素子１からそのような構造を転写によ
って複製することは極めて困難である。仮に、そのような複製が可能であったとしても、
光学素子１の構成要素と同じ材料を使用しなければ、光学素子１と同様の視覚効果を実現
することはできない。
【００６７】
　このように、この光学素子１を使用すると、複数の方法により、真偽判定を行うことが
できる。加えて、この光学素子１は、偽造が極めて困難である。即ち、この技術によると
、優れた偽造防止効果を達成することができる。
【００６８】
　この光学素子１は、例えば、以下の方法により製造することができる。　
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　まず、図示しない基材上に、担体層１３を形成する。基材としては、例えば、平滑なフ
ィルムを使用する。担体層１３は、例えば、グラビア印刷法、マイクログラビア印刷法、
リバースグラビア印刷法、ロールコート怯、バーコート印刷法、フレキソ印刷法、スクリ
ーン印刷法、スピンコート印刷法、スプレーコート印刷法及びインクジェット印刷法など
の印刷法によって形成する。担体層１３は、例えば透明粒子１１０の平均粒径よりも小さ
な厚さ、例えば透明粒子１１０の平均粒径の０．００１％乃至８０％の範囲内の厚さ、典
型的には透明粒子１１０の平均粒径の２５％程度の厚さを有するように形成する。
【００６９】
　印刷法によって担体層１３を形成する場合、その塗工液としては、例えば、液状の樹脂
又は樹脂と溶媒とを含んだ組成物を使用することができる。この樹脂としては、例えば、
粘着性樹脂、ホットタック樹脂、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、紫外線硬化性樹脂、又は
電離放射線硬化性樹脂を使用することができる。溶媒としては、例えば、水又は非水溶媒
を使用することができる。
【００７０】
　この塗工液は、架橋剤を更に含んでいてもよい。或いは、この塗工液が含んでいる樹脂
は、架橋性の反応基を含んでいてもよい。架橋性の反応基としては、例えば、イソシアネ
ート基、エポキシ基、カルボジイミド基、オキサゾリン基、又はシラノール基を使用する
ことができる。例えば、透明粒子１１０の表面を架橋性の反応基で修飾しておくと、透明
粒子１１０間で架橋反応を生じさせること、又は、樹脂と透明粒子１１０との間で架橋反
応を生じさせることができる。なお、架橋反応を生じさせる場合、塗工液は、この反応を
促進する触媒を更に含んでいてもよい。
【００７１】
　印刷法によって担体層１３を形成する代わりに、それ自体を単独で取り扱うことが可能
なフィルム又はシート状の担体層１３を使用してもよい。そのような担体層１３の材料と
しては、例えば、上述した樹脂を使用することができる。
【００７２】
　次に、担体層１３上に粒子層１１を形成する。　
　例えば、担体層１３上に透明粒子１１０を散布し、透明粒子１１０を担体層１３に固着
させる。担体層１３が粘着性である場合には、透明粒子１１０は担体層１３と接触するこ
とによって担体層１３上に固定される。担体層１３がホットタック樹脂又は熱可塑性樹脂
からなる場合には、例えば、透明粒子１１０の散布時に担体層１３を加熱し、更に冷却す
ることによって、透明粒子１１０を担体層１３に固着させることができる。担体層１３が
熱硬化性樹脂からなる場合には、透明粒子１１０の散布後に、担体層１３を加熱すること
によって、透明粒子１１０を担体層１３に固着させることができる。担体層１３が紫外線
硬化性樹脂又は電離放射線硬化性樹脂からなる場合には、透明粒子１１０の散布後に、担
体層１３に紫外線又は電離放射線を照射することによって、透明粒子１１０を担体層１３
に固着させることができる。なお、透明粒子１１０の散布後に溶媒を除去することによっ
ても、透明粒子１１０を担体層１３に固着させることができる。
【００７３】
　この固着の後、余分な透明粒子１１０を除去する。この除去には、例えば、吸引、送風
、液体を用いた洗浄を利用する。以上のようにして、粒子層１１を得る。
【００７４】
　その後、粒子層１１上に反射層１２を形成する。　
　金属、合金又はセラミックスからなる反射層１２は、例えば、真空蒸着法、スパッタリ
ング法及び化学気相堆積法などの気相堆積法によって形成する。気相堆積法によると、連
続膜としての反射層１２を形成することができる。また、気相堆積法、特には物理気相堆
積法による成膜プロセスでは、金属及び合金などの堆積材料は、最初は島状又は網状に堆
積し、その後、連続膜を形成する。従って、これを利用すると、島状又は網状の反射層１
２を得ることができる。島状又は網状の反射層は、連続膜としての反射層と比較して、透
過率がより大きい。
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【００７５】
　斜方蒸着又は斜方スパッタリングにより反射層１２を形成してもよい。斜方蒸着又は斜
方スパッタリングを利用すると、異方的な反射特性を有する反射層１２を得ることができ
る。この場合、等方的な反射特性を有する反射層１２を形成した場合と比較して、より複
雑な視覚効果を達成できる。
【００７６】
　有機高分子又は先の混合物からなる反射層１２は、例えば、グラビア印刷法、フレキソ
印刷法及びスクリーン印刷法などの印刷法によって形成する。この場合、反射層１２の厚
さは、例えば、０．００１μｍ乃至１０μｍの範囲内とする。　
　その後、必要に応じて、反射層１２をパターニングする。以上のようにして、光学素子
１を得る。
【００７７】
　この方法によると、熱エンボス及びフォトリソグラフィを利用することなしに微細構造
を形成することができる。従って、この方法によると、高い生産性を達成できる。
【００７８】
　また、粒子層１１は、透明粒子１１０の単一層である。それゆえ、少量の透明粒子１１
０で粒子層１１を形成することができる。従って、低い製造コストを達成できる。
【００７９】
　この製造方法には、様々な変形が可能である。　
　例えば、担体層１３と粒子層１１とは、同時に形成してもよい。即ち、担体層１３を形
成するために使用する塗工液に、透明粒子１１０を含有させる。そして、この塗工液を基
材上に塗布し、塗膜を硬化させる。その後、余分な透明粒子１１０を除去する。担体層１
３が十分に薄ければ、透明粒子１１０の単一層としての粒子層１１が得られる。このよう
にして、担体層１３と粒子層１１とを同時に形成する。その後、粒子層１１上に反射層１
２を形成する。以上のようにして、光学素子１を得る。
【００８０】
　このようにして得られる光学素子は、以下の点で図２に示す光学素子１とは相違してい
る。これについて、図５を参照しながら説明する。
【００８１】
　図５は、図１及び図２に示す光学素子の一変形例を概略的に示す断面図である。　
　図５に示す光学素子１は、基材１４と透明被覆層１５とを更に含んでいる。
【００８２】
　基材１４は、担体層１３を間に挟んで粒子層１１と向き合っている。基材１４は、省略
することができる。
【００８３】
　透明被覆層１５は、粒子層１１と反射層１２との間に介在している。透明被覆層１５は
、担体層１３と同じ材料からなる。
【００８４】
　このように、粒子層１１の背面が透明被覆層１５で被覆されていると、透明粒子１１０
の脱落が生じ難い。
【００８５】
　図５に示す光学素子１は、他の方法で形成することも可能である。例えば、基材１４上
に担体層１３及び粒子層１１をこの順に形成した後、粒子層１１上に透明被覆層１５を形
成する。その後、透明被覆層１５上に反射層１２を形成することにより、図５に示す光学
素子１を得る。なお、この方法を採用した場合、透明被覆層１５の材料は、担体層１３の
材料と同一であってもよく、異なっていてもよい。
【００８６】
　この光学素子１には、他の変形が可能である。　
　図６は、図１及び図２に示す光学素子の他の変形例を概略的に示す平面図である。　
　図６に示す光学素子１は、透明粒子１１０が正方格子を形成していること以外は、図１



(12) JP 5206683 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

及び図２を参照しながら説明した光学素子１と同様である。このように、透明粒子１１０
は、三角格子以外の格子を形成していてもよい。
【００８７】
　図７は、図１及び図２に示す光学素子の更に他の変形例を概略的に示す断面図である。
【００８８】
　図７に示す光学素子１は、以下の構成を採用したこと以外は、図１及び図２を参照しな
がら説明した光学素子１と同様である。即ち、この光学素子１は、基材１４を更に含んで
いる。そして、粒子層１１は、領域１１ａ乃至１１ｃを含んでいる。
【００８９】
　領域１１ａ乃至１１ｃは、透明粒子１１０の粒径が異なっている。それゆえ、領域１１
ａ乃至１１ｃは、透明粒子１１０の中心間距離が異なっている。従って、光学素子１のう
ち領域１１ａ乃至１１ｃに対応した部分は、同一方向に回折光を射出しないか、又は、同
一方向に波長が異なる回折光を射出する。
【００９０】
　このような構成を採用した場合、光学素子１に多色の像を表示させることができる。即
ち、光学素子１により複雑な像を表示させることが可能である。
【００９１】
　図８は、図１及び図２に示す光学素子の更に他の変形例を概略的に示す断面図である。
【００９２】
　図８に示す光学素子１は、以下の構成を採用したこと以外は、図１及び図２を参照しな
がら説明した光学素子１と同様である。即ち、この光学素子１は、基材１４と偏光子１６
とを更に含んでいる。
【００９３】
　偏光子１６は、基材１６及び担体層１３を間に挟んで粒子層１１と向き合っている。偏
光子１６は、例えば直線偏光子である。
【００９４】
　偏光子１６としては、例えば、二色性染料を添加した樹脂フィルムを延伸して得られる
偏光フィルムを使用することができる。
【００９５】
　或いは、偏光子１６として、以下の方法により得られる偏光層を使用してもよい。まず
、スピンコーティングによりポリイミド、ポリアミド又はポリビニルアルコールからなる
塗膜を形成し、これを乾燥させる。次に、この塗膜にラビング処理又は光配向処理を施し
て、配向膜を得る。その後、配向膜上に、二色性染料又は二色性染料とネマチック液晶材
料とを含んだ組成物を塗布し、この塗膜を乾燥させる。このようにして得られる偏光層を
偏光子１６として使用してもよい。
【００９６】
　偏光子１６は、基材１６上に貼り付けてもよい。或いは、偏光子１６は、基材１６上に
形成してもよい。
【００９７】
　図８に示す構成を採用すると、以下に説明する視覚効果を得ることができる。なお、こ
こでは、簡略化のため、透明粒子１１０は図６に示す正方格子を形成しており、その配列
方向の１つはＸ方向に平行であるとする。そして、偏光子１６は直線偏光子であり、その
透過軸はＸ方向に平行であるとする。
【００９８】
　回折格子の格子定数ｄと入射光の波長λ及び入射角θとが下記不等式（２）に示す関係
を満足している場合、この回折構造は、ｓ偏光にとっては、有効屈折率ＮＴＥを有してい
る薄膜の如く振舞う。そして、この場合、この回折構造は、ｐ偏光にとっては、有効屈折
率ＮＴＭを有している薄膜の如く振舞う。
【００９９】
　　　　ｄ×ｃｏｓθ＜λ　…（２）
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　なお、ｓ偏光は、電場ベクトルの振動方向が照明光及び回折光の伝播方向に対して垂直
な直線偏光、即ちＴＥ波（transverse electric wave）である。他方、ｐ偏光は、電場ベ
クトルの振動方向がｓ波とは９０°異なっている直線偏光、即ちＴＭ波（transverse mag
netic wave）である。
【０１００】
　回折格子の溝の深さが格子定数ｄとは異なっている場合を除き、有効屈折率ＮＴＥと有
効屈折率ＮＴＭとは異なっている。入射角θが下記不等式（３）又は（４）に示す関係を
満足している場合、ｓ偏光は先の薄膜に入射するが、ｐ偏光は先の薄膜に入射できずに、
この薄膜によって反射される。なお、下記不等式（３）及び（４）において、Ｎ１は先の
薄膜の前方に位置した媒質の屈折率である。
【０１０１】
　　　　ＮＴＭ／Ｎ１＜ｓｉｎθ＜ＮＴＥ／Ｎ１　…（３）
　　　　ＮＴＥ／Ｎ１＜ｓｉｎθ＜ＮＴＭ／Ｎ１　…（４）
　これから明らかなように、入射角θが不等式（３）又は（４）に示す関係を満足してい
る場合、第１及び第２レリーフ構造が射出する回折光はｓ偏光又はｐ偏光である。ここで
は、一例として、入射角θが不等式（３）又は（４）に示す関係を満足している場合に第
１及び第２レリーフ構造が射出する回折光はｓ偏光であるとする。
【０１０２】
　上記の通り、偏光子１６の透過軸はＸ方向に対して平行である。それゆえ、この光学素
子１をＸ方向に対して垂直な方向から不等式（３）又は（４）に示す関係を満足する入射
角θで照明した場合、回折光は偏光子１６を透過する。他方、この光学素子１をＹ方向に
対して垂直な方向から不等式（３）又は（４）に示す関係を満足する入射角θで照明した
場合、回折光は偏光子１６によって吸収される。即ち、照明方向及び観察方向を一定とし
たまま、光学素子１をＺ方向に平行な軸の周りで回転させると、光学素子１は、明るい像
と暗い像とを交互に表示する。
【０１０３】
　偏光子１６を使用する場合、光学素子１には、図９又は図１０に示す構造を採用しても
よい。
【０１０４】
　図９は、図８に示す光学素子の一変形例を概略的に示す断面図である。　
　図９に示す光学素子１は、偏光子１６がパターニングされていること以外は、図８を参
照しながら説明した光学素子１と同様である。
【０１０５】
　例えば、光学素子１のうち偏光子１６の開口に対応した第１部分は、回折光としてｓ偏
光を射出するとする。この場合、このｓ偏光の電場ベクトルの振動方向が偏光子１６の透
過軸に対して平行であるときには、光学素子１のうち偏光子１６に対応した第２部分も回
折光を射出する。これに対し、このｓ偏光の電場ベクトルの振動方向が偏光子１６の透過
軸に対して垂直であるときには、第２部分は回折光を射出しない。
【０１０６】
　即ち、或る観察条件のもとでは、第１及び第２部分の双方が明るく見える。そして、他
の観察条件のもとでは、第１部分は明るく見え、第２部分は暗く見える。
【０１０７】
　図１０は、図８に示す光学素子の他の変形例を概略的に示す断面図である。　
　図１０に示す光学素子１は、粒子層１１がパターニングされていること以外は、図８を
参照しながら説明した光学素子１と同様である。
【０１０８】
　光学素子１のうち粒子層１１の開口に対応した第３部分は、回折光を射出せず、正反射
光を射出する。他方、光学素子１のうち粒子層１１に対応した第４部分は、上記の第２部
分の如く振舞う。
【０１０９】
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　図９及び図１０に示す構造は、互いに組み合わせることができる。即ち、光学素子１は
、粒子層１１及び偏光子１６の双方が設けられている部分と、粒子層１１及び偏光子１６
の一方のみが設けられている部分と、粒子層１１及び偏光子１６の他方のみが設けられて
いる部分と、粒子層１１及び偏光子１６の双方が設けられていない部分との２つ以上を含
んでいてもよい。
【０１１０】
　図１及び図２を参照しながら説明した視覚効果は、以下に説明する構造を採用した場合
にも得ることができる。
【０１１１】
　図１１は、本発明の他の態様に係る光学素子を概略的に示す断面図である。　
　図１１に示す光学素子１は、前面層１３’と背面層１７と反射層１２と中間層１１’と
を含んでいる。この光学素子１の前面は前面層１３’側であり、背面は背面層１７側であ
る。
【０１１２】
　前面層１３’は、無色又は有色の透明な層である。典型的には、前面層１３’は無色透
明である。
【０１１３】
　前面層１３’は、例えば樹脂からなる。前面層１３’の材料としては、例えば、光硬化
性樹脂、熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂を使用することができる。
【０１１４】
　前面層１３’の背面層１７と向き合った主面には、上述した第１レリーフ構造が設けら
れている。前面層１３’は、光学的には担体層１３とほぼ同様の役割を果たす。従って、
前面層１３’に要求される光学特性は、担体層１３に要求される光学特性とほぼ同様であ
る。
【０１１５】
　背面層１７は、前面層１３’と向き合っている。背面層１７の前面層１３’と向き合っ
た主面には、上述した第２レリーフ構造とほぼ等しい第３レリーフ構造が設けられている
。Ｚ方向から観察した場合、第２レリーフ構造が含んでいる凹部は、第１レリーフ構造が
含んでいる凹部と同じ位置に配置されている。
【０１１６】
　背面層１７は、例えば樹脂からなる。背面層１７の材料としては、例えば、光硬化性樹
脂、熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂を使用することができる。
【０１１７】
　反射層１２は、背面層１７のレリーフ構造が設けられた主面を被覆している。反射層１
２の前面層１３’との対向面には、上述した第２レリーフ構造が設けられている。
【０１１８】
　中間層１１’は、前面層１３’と反射層１２との間に介在している。中間層１１’は、
無色又は有色の透明な層である。典型的には、中間層１１’は無色透明である。
【０１１９】
　中間層１１’は、例えば樹脂からなる。中間層１１’の材料としては、例えば、光硬化
性樹脂、熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂を使用することができる。
【０１２０】
　中間層１１’と前面層１３’との界面は、上述した光透過性界面に相当している。そし
て、中間層１１’と反射層１２との界面は、上述した光反射性界面に相当している。即ち
、中間層１１’は、光学的には粒子層１１とほぼ同様の役割を果たす。従って、中間層１
１’に要求される光学特性は、粒子層１１に要求される光学特性とほぼ同様である。
【０１２１】
　この光学素子１は、例えば以下の方法により製造することができる。　
　まず、図示しない基材上に熱可塑性樹脂又は光硬化性樹脂を塗布し、この塗膜に原版を
押し当てながら樹脂を硬化させる。この原版には、第３レリーフ構造に対応したレリーフ



(15) JP 5206683 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

構造が設けられている。これにより、背面層１７を得る。
【０１２２】
　次に、背面層１７上に、気相堆積法によって反射層１２を形成する。反射層１２は、第
３レリーフ構造を被覆するように形成する。　
　その後、背面層１７について説明したのと同様の方法により、前面層１３’を得る。
【０１２３】
　次いで、前面層１３’及び／又は反射層１２上に、接着剤又は粘着剤を塗布する。続い
て、前面層１３’と背面層１７とを、それらの間に反射層１２と接着剤又は粘着剤とが介
在するように貼り合せる。その後、必要に応じて、接着剤を硬化させる。　
　以上のようにして、図１１に示す光学素子１を完成する。
【０１２４】
　図１１に示す光学素子１は、他の方法で製造することも可能である。　
　まず、上述したのと同様の方法により、背面層１７及び反射層１２をこの順に形成する
。
【０１２５】
　次に、反射層１２上に熱可塑性樹脂又は光硬化性樹脂を塗布し、この塗膜に原版を押し
当てながら樹脂を硬化させる。この原版には、第１レリーフ構造に対応したレリーフ構造
が設けられている。これにより、中間層１１’を得る。
【０１２６】
　その後、中間層１１’上に、前面層１３’を形成する。前面層１３’は、例えば、中間
層１１’上に樹脂を塗布し、この樹脂層を硬化させることにより得られる。　
　以上のようにして、図１１に示す光学素子１を完成する。なお、この方法では、積層順
序を逆にしてもよい。即ち、前面層１３’、中間層１１’、反射層１２及び背面層１７は
、この順に形成してもよい。
【０１２７】
　図１１に示す光学素子１は、更に他の方法で製造することも可能である。　
　まず、２つの原版を用いて、一方の主面に第１レリーフ構造が設けられ、他方の主面に
第２レリーフ構造が設けられた中間層１１’を形成する。例えば、一方の原版上に熱可塑
性樹脂又は光硬化性樹脂を塗布し、この塗膜に他方の原版を押し当てながら樹脂を硬化さ
せる。
【０１２８】
　次に、中間層１１’の一方の主面上に前面層１３’を形成し、中間層１１’の他方の主
面上に反射層１２及び背面層１７をこの順に形成する。前面層１３’は、例えば、中間層
１１’上に樹脂を塗布し、この樹脂層を硬化させることにより得る。反射層１２は、例え
ば、気相堆積法により形成する。背面層１７は、例えば、反射層１２上に樹脂を塗布し、
この樹脂層を硬化させることにより得る。　
　以上のようにして、図１１に示す光学素子１を完成する。
【０１２９】
　この光学素子１には、様々な変形が可能である。　
　例えば、前面層１３’及び背面層１７の一方を省略してもよい。或いは、前面層１３’
及び背面層１７の双方を省略してもよい。
【０１３０】
　前面層１３’の第１レリーフ構造が設けられた主面は、反射層１２と向き合っていなく
てもよい。即ち、第１レリーフ構造は、前面層１３’の前面に設けられていてもよい。
【０１３１】
　背面層１７の第３レリーフ構造が設けられた主面は、前面層１３’と向き合っていなく
てもよい。即ち、第３レリーフ構造は、背面層１７の背面に設けられていてもよい。なお
、この場合、反射層１２は、背面層１７の背面を被覆するように形成する。
【０１３２】
　第１レリーフ構造が前面層１３’の前面に設けられている場合、中間層１１’は省略し
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てもよい。同様に、第３レリーフ構造が背面層１７の背面に設けられている場合、中間層
１１’は省略してもよい。
【０１３３】
　この光学素子１には、図１乃至図１０を参照しながら説明した構成を採用してもよい。
例えば、反射層１２は、連続膜であってもよく、パターニングされていてもよい。
【０１３４】
　Ｚ方向から観察した場合、第２レリーフ構造が含んでいる凹部は、第１レリーフ構造が
含んでいる凹部と同じ位置に配置されていなくてもよい。例えば、第２レリーフ構造が含
んでいる凹部の底部が、第１レリーフ構造が含んでいる凹部間の境界と向き合っていても
よい。
【０１３５】
　第１レリーフ構造が含んでいる凹部又は凸部の中心間距離は、第２レリーフ構造が含ん
でいる凹部又は凸部の中心間距離とは異なっていてもよい。
【０１３６】
　図１２は、図１１に示す光学素子の一変形例を概略的に示す断面図である。図１３は、
図１１に示す光学素子の他の変形例を概略的に示す断面図である。
【０１３７】
　図１２に示す光学素子１では、第１レリーフ構造が含んでいる凹部又は凸部の中心間距
離は、第２レリーフ構造が含んでいる凹部又は凸部の中心間距離と比較してより小さい。
【０１３８】
　他方、図１３に示す光学素子１では、第１レリーフ構造が含んでいる凹部又は凸部の中
心間距離は、第２レリーフ構造が含んでいる凹部又は凸部の中心間距離と比較してより大
きい。
【０１３９】
　図１２又は図１３に示す構造を採用した場合、第１及び第２レリーフ構造は、格子定数
が異なる回折格子の如く振舞う。加えて、図１２又は図１３に示す構造を採用した場合、
図１１に示す構造を採用した場合とは異なる光散乱特性を実現できる。それゆえ、図１２
又は図１３に示す構造を採用すると、図１１に示す構造を採用した場合とは異なる視覚効
果を達成できる。
【０１４０】
　図１乃至図１３を参照しながら説明した光学素子１は、前面又は層間に印刷層を更に含
んでいてもよい。印刷層は、連続膜であってもよく、パターニングされていてもよい。な
お、連続膜としての印刷層を光反射性界面の前方に設置する場合、この印刷層の材料とし
て透明材料を使用する。
【０１４１】
　光学素子１は、最表面層としてのオーバーコートを更に含んでいてもよい。オーバーコ
ートを設けると、光学素子１の最表面をほぼ平坦とすることができる。
【０１４２】
　光学素子１の製造プロセスにおいては、コロナ放電処理、プラズマ処理又はフレーム処
理を行ってもよい。このような処理を行うと、高い層間密着強さを達成できる。
【０１４３】
　光学素子１は、光反射性界面の背面側に設置された光吸収層を更に含んでいてもよい。
光吸収層は、例えば、黒色層であるか、又は、白色光で照明した場合に着色光を反射する
着色層である。光吸収層を設けると、例えば、反射層１２の透過率が大きい場合又は反射
層１２がパターニングされている場合に、反射層１２又はその開口部を透過した光を光吸
収層に吸収させることができる。
【０１４４】
　光学素子１は、入射光を高い反射率で正反射する界面を更に含んでいてもよい。或いは
、光学素子１は、入射光を散乱させる光散乱構造を更に含んでいてもよい。或いは、光学
素子１は、入射光を高い反射率で正反射する界面と、入射光を散乱させる光散乱構造との



(17) JP 5206683 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

双方を更に含んでいてもよい。
【０１４５】
　図１乃至図１３を参照しながら説明した光学素子１は、例えば偽造防止の目的で使用す
ることができる。この光学素子１は、偽造防止以外の目的で使用してもよい。例えば、光
学素子１は、玩具、学習教材又は装飾品等としても利用することができる。
【０１４６】
　この光学素子１は、以下に説明するように、様々な形態で利用することができる。　
　図１４は、光学素子を含んだ積層品の一例を概略的に示す断面図である。
【０１４７】
　図１４に示す積層品２ａは、転写箔である。この転写箔２ａは、光学素子１と支持体層
２１ａとを含んでいる。
【０１４８】
　この光学素子１は、以下の構成を採用したこと以外は、図１及び図２を参照しながら説
明した光学素子１と同様である。
【０１４９】
　即ち、この光学素子１は、接着層１８ａと剥離保護層１９とを更に含んでいる。　
　接着層１８ａは、反射層１２の背面を被覆している。接着層１８ａは、例えば熱可塑性
樹脂からなる。例えば転写に先立って物品の表面に熱可塑性樹脂層を形成する場合には、
接着層１８ａは省略することができる。
【０１５０】
　剥離保護層１９は、支持体層２１ａと担体層１３との間に介在している。剥離保護層１
９は、光学素子１の支持体層２１ａからの剥離を促進するために設ける。また、剥離保護
層１９は、担体層１３を損傷から保護するための保護層としての役割も果たす。
【０１５１】
　剥離保護層１９の材料としては、例えば、ポリメチルメタクリレート樹脂と他の熱可塑
性樹脂、例えば塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体若しくはニトロセルロース樹脂との混合
物、又は、ポリメチルメタクリレート樹脂とポリエチレンワックスとの混合物を使用する
ことができる。或いは、剥離保護層１９として、酢酸セルロース樹脂と熱硬化性樹脂、例
えばエポキシ樹脂、フェノール樹脂、熱硬化型アクリル樹脂又はメラミン樹脂との混合物
からなる塗膜を形成し、この塗膜を熱硬化させることにより得られる層を使用してもよい
。
【０１５２】
　剥離保護層１９は省略してもよい。或いは、剥離保護層１９の代わりに、支持体層２１
ａと担体層１３との間に離型層を介在させてもよい。
【０１５３】
　離型層は、光学素子１の支持体層２１ａからの剥離を促進するための層である。離型層
は、光学素子１を支持体層２１ａから剥離した場合に、剥離保護層１９とは異なり、支持
体層２１ａ上に残留する層である。離型層の材料としては、例えば、シリコーン樹脂又は
フッ素樹脂を使用することができる。
【０１５４】
　支持体層２１ａは、光学素子１の前面を剥離可能に支持している。支持体層２１ａは、
転写時に印加する熱及び圧力等に対して十分な強度を有している。支持体層２１ａとして
は、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）層、ポリエチレンナフタレート層又
はポリイミド層を使用することができる。また、三次元構造を有している表面に光学素子
１を転写する場合は、加熱によって軟化する層を支持体層２１ａとして使用してもよい。
そのような層としては、例えば、ポリエチレン層、ポリプロピレン層、塩化ビニル層又は
非晶質ＰＥＴ層を使用することができる。
【０１５５】
　図１５は、光学素子を含んだ積層品の他の例を概略的に示す断面図である。　
　図１５に示す積層品２ｂは、ピールオフラベルである。この転写箔２ａは、光学素子１
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と支持体層２１ｂとを含んでいる。
【０１５６】
　この光学素子１は、以下の構成を採用したこと以外は、図１及び図２を参照しながら説
明した光学素子１と同様である。即ち、この光学素子１は、基材１４と粘着層１８ｂとを
更に含んだ粘着ラベルである。粘着層１８ｂは、粘着剤からなる。粘着層１８ｂは、反射
層１２の背面を被覆している。
【０１５７】
　この光学素子１には、物品から不正に剥離したときに脆性破壊を生じるように、切欠き
又はミシン目が設けられていてもよい。また、この光学素子１は、層間接着強さが低い部
分を含んでいてもよい。
【０１５８】
　支持体層２１ｂは、光学素子１の背面を剥離可能に支持している。支持体層２１ａは、
例えば剥離紙である。
【０１５９】
　これら転写箔２ａ及びピールオフラベル２ｂは、例えば、ラベル付き物品の製造に使用
することができる。なお、転写箔２ａ及びピールオフラベル２ｂの光学素子１には、例え
ば、図１乃至図１３を参照しながら説明した変形が可能である。
【０１６０】
　図１６は、ラベル付き物品の一例を概略的に示す平面図である。図１７は、図１６に示
すラベル付き物品のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線に沿った断面図である。
【０１６１】
　このラベル付き物品３は、図１乃至図１３を参照しながら説明した光学素子１と、物品
３１とを含んでいる。
【０１６２】
　物品３１は、真正品であることが確認されるべき物品である。物品３１は、例えば、キ
ャッシュカード、クレジットカード及びパスポートなどの認証媒体又は商品券及び株券な
どの有価証券媒体である。典型的には、物品３１は印刷物である。物品３１は、認証媒体
及び有価証券媒体以外の物品でもよい。例えば、物品３１は、工芸品又は美術品であって
もよい。或いは、物品３１は、包装体とこれに収容された内容物とを含んだ包装品であっ
てもよい。
【０１６３】
　物品３１が印刷物である場合、物品３１の材料として、例えば耐熱性に優れた樹脂を使
用することができる。そのような樹脂としては、例えば、ポリエチレンナフタレート、ポ
リイミド、ポリエチレン、ポリプロピレン又は塩化ビニルを使用することができる。
【０１６４】
　光学素子１は、物品３１に支持されている。例えば、光学素子１は、物品５１０に貼り
付けられる。この場合、例えば、図１４に示す転写箔２ａ又は図１５に示すピールオフラ
ベル２ｂを用いることにより、光学素子１を物品３１に支持させることができる。
【０１６５】
　光学素子１は、接着層１８ａ又は粘着層１８ｂによって物品に支持させる代わりに、他
の方法で物品に支持させてもよい。
【０１６６】
　なお、このラベル付き物品３において、光学素子１は、印刷層を更に含んでいる。印刷
層は、連続膜であってもよく、パターニングされていてもよい。図１６に示す光学素子１
は印刷パターンを含んでおり、この印刷パターンは、文字列「Ｓｅｃｕｒｉｔｙ」を表示
している。
【０１６７】
　図１８は、ラベル付き物品の他の例を概略的に示す平面図である。　
　このラベル付き物品４は、紙４１と、紙４１に埋め込まれた光学素子１とを含んでいる
。このラベル付き物品４は、例えば、抄紙の際に繊維の層の間に光学素子１を挟みこみ、
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その後、必要に応じて紙面への印刷等を行うことにより得られる。なお、光学素子１が表
示する像の視認を容易にすべく、紙のうち光学素子１の前面を被覆している部分に開口を
設けてもよい。また、紙に埋め込む光学素子１の形状に特に制限はない。例えば、スレッ
ド状又はストリップ状の光学素子１を紙に埋め込んでもよい。
【０１６８】
　光学素子１は、インキの形態で使用してもよい。　
　図１９は、インキの一例を概略的に示す断面図である。図１９において、参照符号６は
、インキ５を収容している容器を示している。
【０１６９】
　このインキ５は、液状のバインダ樹脂５１と、光学素子１とを含んでいる。光学素子１
は、小片状に細分化されており、バインダ樹脂中に分散されている。このバインダ樹脂と
しては、例えば、印刷用バインダ又はビヒクルを使用することができる。
【０１７０】
　このインキ５を用いて得られる印刷パターンは、光学素子１を含んでいる。従って、こ
の印刷パターンは、光学素子１について上述した視覚効果を有している。
【０１７１】
　光学素子１を細分化して使用した場合、一部の光学素子は、その表示面がラベル付き物
品の背面側を向く可能性がある。細分化した光学素子１を使用する場合、以下に説明する
ように、２つの光学素子１をそれらの背面が向き合うように貼り合せてもよい。
【０１７２】
　図２０は、本発明の更に他の態様に係る光学素子を概略的に示す断面図である。　
　図２０に示す光学素子１は、前面部分と背面部分とを中間層１８を介して貼り合わせた
構造を有している。
【０１７３】
　中間層１８は、粘着剤又は接着剤からなる。　
　前面部分及び背面部分の各々は、基材１４を更に含んでいること以外は図１及び図２を
参照しながら説明した光学素子１と同様である。前面部分及び背面部分とは、それらの反
射層１２が向き合うように貼り合わされている。
【０１７４】
　この表示素子１は、両面が表示面である。それゆえ、この光学素子１を細分化して使用
した場合、ほぼ全ての光学素子１は、その表示面がラベル付き物品の前面側を向く。
【０１７５】
　以下、本発明の例を記載する。　
　＜例１＞
　厚さが２５μｍのＰＥＴフィルム上に、バーコート法により、アクリル樹脂を塗布した
。アクリル樹脂としては、東洋インキ製造社製のＢＭＷ６１１０を使用した。この塗膜は
、乾燥後に０．２μｍの厚さを有するように形成した。
【０１７６】
　この塗膜を１２０℃に設定したオーブン中で３分間に亘って加熱した後、この塗膜上に
粒径が約３００ｎｍであるポリスチレン製の球状透明粒子を散布した。透明粒子としては
、モリテック社製の３３００Ｂを使用した。透明粒子の散布には、スプレーコート法を使
用した。なお、この透明粒子は、その９０％以上が、平均粒径の０．８倍以上であり且つ
１．２倍以下の粒径を有していた。
【０１７７】
　透明粒子を散布した塗膜を１２０℃に設定したオーブン中で更に３０秒間に亘って加熱
した後、吸引装置を用いて、塗膜に固着していない透明粒子を除去した。塗膜上に残留し
た透明粒子は、充填率が５０％以上の単一層を形成していた。
【０１７８】
　その後、粒子層上に、真空蒸着法によって厚さが８０ｎｍのアルミニウム層を形成した
。以上のようにして、光学素子を得た。なお、この光学素子の前面は、ＰＥＴフィルムの
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表面である。
【０１７９】
　この光学素子の前面を白色光で照明し、これを正面から観察した。この場合、この光学
素子は、照明方向に拘らず暗い赤紫色の像を表示した。
【０１８０】
　次に、この光学素子の前面を斜め方向から白色光で照明し、これを負の角度範囲内の方
向から観察した。観察角度を－４５°以下とした場合、この光学素子は、回折光に由来す
る青乃至緑色の像を表示した。なお、この回折光の８０％以上は、ＴＥ偏光、即ちｓ偏光
であった。
【０１８１】
　次に、この光学素子のアルミニウム層上に、偏光フィルムがアルミニウム層の一部のみ
を被覆するように、アクリル粘着剤を介して偏光フィルムを貼り付けた。以上のようにし
て、偏光子を含んだ光学素子を得た。
【０１８２】
　この光学素子の前面を白色光で照明し、これを正面から観察した。この場合、この光学
素子のうち偏光フィルムが貼り付けられていない第１部分は、暗い赤紫色の像を表示した
。他方、この光学素子のうち偏光フィルムが貼り付けられた第２部分は、暗い赤紫色の像
を表示した。第２部分は第１部分と比較して暗い色の像を表示したが、それらを互いから
判別することは難しかった。
【０１８３】
　次に、この光学素子の前面を斜め方向から白色光で照明し、これを負の角度範囲内の方
向から観察した。観察角度を－４５°以下とした場合、第１部分は、回折光に由来する青
乃至緑色の像を表示した。他方、第２部分は、第１部分と比較して暗い像を表示した。ま
た、照明方向及び観察方向を一定としたまま、この光学素子をその法線の周りで回転させ
た。その結果、光学素子の回転に伴って、第１部分と第２部分との明るさの差が変化した
。
【０１８４】
　＜例２＞
　ポリビニルアルコール溶液と粒径が約３００ｎｍであるポリスチレン製の球状透明粒子
とを含んだ分散液を調製した。ポリビニルアルコール溶液としては、クラレ社製のＰＶＡ
ＨＣを使用した。透明粒子としては、モリテック社製の３３００Ｂを使用した。球状粒子
に対するポリビニルアルコールの質量比は１／２０とした。
【０１８５】
　次に、厚さが２５μｍのＰＥＴフィルム上に、バーコート法を用いて、この分散液を塗
布した。この塗膜を１２０℃に設定したオーブン中で３分間に亘って加熱した後、吸引装
置を用いて、余分な透明粒子を除去した。塗膜上に残留した透明粒子は、充填率が５０％
以上の単一層を形成していた。
【０１８６】
　その後、粒子層上に、真空蒸着法によって厚さが８０ｎｍのアルミニウム層を形成した
。以上のようにして、光学素子を得た。なお、この光学素子の前面は、ＰＥＴフィルムの
表面である。
【０１８７】
　この光学素子の前面を白色光で照明し、これを正面から観察した。この場合、この光学
素子は、照明方向に拘らず暗い緑色の像を表示した。
【０１８８】
　次に、この光学素子の前面を斜め方向から白色光で照明し、これを負の角度範囲内の方
向から観察した。観察角度を－４５°以下とした場合、この光学素子は、回折光に由来す
る青乃至緑色の像を表示した。なお、この回折光の８０％以上は、ＴＥ偏光、即ちｓ偏光
であった。
【０１８９】
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　次いで、この光学素子のアルミニウム層上に、ポリイミドを塗布した。この塗膜を乾燥
させた後、この塗膜をラビング処理に供して配向膜を得た。具体的には、塗膜の一部と他
の部分とを異なる方向にラビングした。また、このラビング処理には、レーヨン布を使用
した。
【０１９０】
　その後、二色性染料と重合性のネマチック液晶材料とを含有した組成物を調製した。こ
の組成物は、可視領域の全域に亘って低い透過率を達成するように調整した。この組成物
を配向膜上に塗布し、この塗膜を硬化させることにより偏光層を得た。
【０１９１】
　以上のようにして、光学素子を完成した。なお、この光学素子の前面は、偏光層の表面
である。
【０１９２】
　この光学素子の前面を白色光で照明し、これを正面から観察した。この場合、この光学
素子のうちラビング方向が異なる２つの部分は、互いから判別することは不可能であった
。
【０１９３】
　次に、この光学素子の前面を斜め方向から白色光で照明し、これを負の角度範囲内の方
向から観察した。観察角度を－４５°以下とした場合、この光学素子のうちラビング方向
が異なる２つの部分は、異なる明るさに見えた。照明方向及び観察方向を一定としたまま
、この光学素子をその法線の周りで回転させた。その結果、光学素子の回転に伴って、明
るい像及び暗い像の位置がこれら２つの部分の間で入れ替わった。
【０１９４】
　＜例３＞
　粒径が約１５０ｎｍの透明粒子を使用したこと以外は、例１で説明したのと同様の方法
により偏光子を含んだ光学素子を製造した。
【０１９５】
　この光学素子の前面を斜め方向から白色光で照明し、これを、その法線の周りで回転さ
せながら、負の角度範囲内の方向から観察した。しかしながら、第１部分と第２部分との
明るさの差は、殆ど変化しなかった。
【０１９６】
　＜例４＞
　厚さが２５μｍのＰＥＴフィルム上に、バーコート法により、アクリル樹脂を塗布した
。アクリル樹脂としては、東洋インキ製造社製のＢＭＷ６１１０を使用した。この塗膜は
、乾燥後に０．２μｍの厚さを有するように形成した。
【０１９７】
　この塗膜を８０℃に設定したオーブン中で１分間に亘って加熱した後、この塗膜上に粒
径が約５００ｎｍであるポリスチレン製の球状透明粒子を散布した。透明粒子としては、
モリテック社製の３５００Ｂを使用した。透明粒子の散布には、スプレーコート法を使用
した。なお、この透明粒子は、その９０％以上が、平均粒径の０．８倍以上であり且つ１
．２倍以下の粒径を有していた。
【０１９８】
　透明粒子を散布した塗膜を８０℃に設定したオーブン中で更に１分間に亘って加熱した
後、吸引装置を用いて、塗膜に固着していない透明粒子を除去した。塗膜上に残留した透
明粒子は、充填率が５０％以上の単一層を形成していた。
【０１９９】
　その後、粒子層上に、真空蒸着法によって厚さが８０ｎｍのアルミニウム層を形成した
。以上のようにして、光学素子を得た。なお、この光学素子の前面は、ＰＥＴフィルムの
表面である。
【０２００】
　この光学素子の前面を白色光で照明し、これを正面から観察した。この場合、この光学
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素子は、照明方向に拘らず暗い青緑色の像を表示した。
【０２０１】
　次に、この光学素子の前面を斜め方向から白色光で照明し、これを負の角度範囲内の方
向から観察した。観察角度を－３０°未満とした場合、この光学素子は、回折光に由来す
る青乃至赤色の像を表示した。
【０２０２】
　＜例５＞
　ポリビニルアルコール溶液と粒径が約５００ｎｍであるポリスチレン製の球状透明粒子
とを含んだ分散液を調製した。ポリビニルアルコール溶液としては、クラレ社製のＰＶＡ
ＨＣを使用した。透明粒子としては、モリテック社製の３５００Ｂを使用した。球状粒子
に対するポリビニルアルコールの質量比は１／２０とした。
【０２０３】
　次に、厚さが２５μｍのＰＥＴフィルム上に、バーコート法を用いて、この分散液を塗
布した。この塗膜を８０℃に設定したオーブン中で１分間に亘って加熱した後、吸引装置
を用いて、余分な透明粒子を除去した。塗膜上に残留した透明粒子は、充填率が５０％以
上の単一層を形成していた。
【０２０４】
　その後、粒子層上に、真空蒸着法によって厚さが８０ｎｍのアルミニウム層を形成した
。以上のようにして、光学素子を得た。なお、この光学素子の前面は、ＰＥＴフィルムの
表面である。
【０２０５】
　この光学素子の前面を白色光で照明し、これを正面から観察した。この場合、この光学
素子は、照明方向に拘らず暗い青緑色の像を表示した。
【０２０６】
　次に、この光学素子の前面を斜め方向から白色光で照明し、これを負の角度範囲内の方
向から観察した。観察角度を－３０°未満とした場合、この光学素子は、回折光に由来す
る青乃至赤色の像を表示した。
【０２０７】
　＜例６＞
　ポリビニルアルコール溶液と粒径が約３００ｎｍであるポリスチレン製の球状透明粒子
とを含んだ分散液を調製した。ポリビニルアルコール溶液としては、クラレ社製のＰＶＡ
ＨＣを使用した。透明粒子としては、モリテック社製の３３００Ｂを使用した。球状粒子
に対するポリビニルアルコールの質量比は１／２０とした。
【０２０８】
　次に、厚さが２５μｍのＰＥＴフィルム上に、バーコート法を用いて、この分散液を塗
布した。この塗膜を８０℃に設定したオーブン中で１分間に亘って加熱した後、吸引装置
を用いて、余分な透明粒子を除去した。塗膜上に残留した透明粒子は、充填率が５０％以
上の単一層を形成していた。
【０２０９】
　その後、粒子層上に、真空蒸着法によって厚さが８０ｎｍのアルミニウム層を形成した
。以上のようにして、光学素子を得た。なお、この光学素子の前面は、ＰＥＴフィルムの
表面である。
【０２１０】
　この光学素子の前面を白色光で照明し、これを正面から観察した。この場合、この光学
素子は、照明方向に拘らず暗い紫青色の像を表示した。
【０２１１】
　次に、この光学素子の前面を斜め方向から白色光で照明し、これを負の角度範囲内の方
向から観察した。観察角度を－４５°未満とした場合、この光学素子は、回折光に由来す
る青乃至緑色の像を表示した。
【０２１２】
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　＜例７＞
　ポリビニルアルコール溶液と粒径が約５００ｎｍであるポリスチレン製の球状透明粒子
とを含んだ分散液を調製した。ポリビニルアルコール溶液としては、クラレ社製のＰＶＡ
ＨＣを使用した。透明粒子としては、モリテック社製の３５００Ｂを使用した。球状粒子
に対するポリビニルアルコールの質量比は１／２０とした。
【０２１３】
　次に、厚さが２５μｍのＰＥＴフィルム上に、バーコート法を用いて、この分散液を塗
布した。この塗膜を８０℃に設定したオーブン中で１分間に亘って加熱した後、吸引装置
を用いて、余分な透明粒子を除去した。塗膜上に残留した透明粒子は、充填率が５０％以
上の単一層を形成していた。
【０２１４】
　その後、粒子層上に、真空蒸着法によって厚さが５０ｎｍの酸化チタン層を形成した。
以上のようにして、透明な光学素子を得た。なお、この光学素子の前面は、ＰＥＴフィル
ムの表面である。
【０２１５】
　この光学素子の前面を白色光で照明し、これを正面から観察した。この場合、この光学
素子は、照明方向に拘らず暗い青緑色の像を表示した。
【０２１６】
　次に、この光学素子の前面を斜め方向から白色光で照明し、これを負の角度範囲内の方
向から観察した。観察角度を－３０°未満とした場合、この光学素子は、回折光に由来す
る青乃至赤色の像を表示した。
【０２１７】
　＜例８＞
　ポリビニルアルコール溶液と、粒径が約２００ｎｍである第１透明粒子と、粒径が約３
００ｎｍである第２透明粒子と、粒径が約４００ｎｍである第３透明粒子とを含んだ分散
液を調製した。ポリビニルアルコールと第１透明粒子と第２透明粒子と第３透明粒子との
質量比は、１：５：１０：５とした。ポリビニルアルコール溶液としては、クラレ社製の
ＰＶＡＨＣを使用した。第１透明粒子としては、モリテック社製の３２００Ｂを使用した
。第２透明粒子としては、モリテック社製の３３００Ｂを使用した。第３透明粒子として
は、モリテック社製の３４００Ｂを使用した。第１乃至第３透明粒子は、ポリスチレン製
の球状粒子である。
【０２１８】
　なお、この分散液が含んでいる透明粒子の平均粒径は約３００ｎｍであった。また、こ
の透明粒子の５０％が、平均粒径の０．８倍以上であり且つ１．２倍以下の粒径を有して
いた。
【０２１９】
　次に、厚さが２５μｍのＰＥＴフィルム上に、バーコート法を用いて、この分散液を塗
布した。この塗膜を８０℃に設定したオーブン中で１分間に亘って加熱した後、吸引装置
を用いて、余分な透明粒子を除去した。塗膜上に残留した透明粒子は、充填率が５０％以
上の単一層を形成していた。
【０２２０】
　その後、粒子層上に、真空蒸着法によって厚さが８０ｎｍのアルミニウム層を形成した
。以上のようにして、光学素子を得た。なお、この光学素子の前面は、ＰＥＴフィルムの
表面である。
【０２２１】
　この光学素子の前面を白色光で照明し、これを法線方向及び斜め方向から観察した。そ
の結果、この光学素子は、照明方向及び観察方向に拘らず灰色の像を表示した。
【０２２２】
　＜例９＞
　ポリビニルアルコール溶液と粒径が約３００ｎｍであるポリスチレン製の球状透明粒子
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とを、球状粒子に対するポリビニルアルコールの質量比が１／２０となるように混合した
。ポリビニルアルコール溶液としては、クラレ社製のＰＶＡＨＣを使用した。透明粒子と
しては、モリテック社製の３３００Ｂを使用した。この混合液を蒸留水で４倍に希釈して
、分散液を得た。
【０２２３】
　次に、厚さが２５μｍのＰＥＴフィルム上に、バーコート法を用いて、この分散液を塗
布した。この塗膜を８０℃に設定したオーブン中で１分間に亘って加熱した後、吸引装置
を用いて、余分な透明粒子を除去した。塗膜上に残留した透明粒子は、充填率が２５％の
単一層を形成していた。
【０２２４】
　その後、粒子層上に、真空蒸着法によって厚さが８０ｎｍのアルミニウム層を形成した
。以上のようにして、光学素子を得た。なお、この光学素子の前面は、ＰＥＴフィルムの
表面である。
【０２２５】
　この光学素子の前面を白色光で照明し、これを法線方向及び斜め方向から観察した。そ
の結果、この光学素子は、照明方向及び観察方向に拘らず灰色の像を表示した。
【０２２６】
　＜例１０＞
　ポリビニルアルコール溶液と粒径が約５００ｎｍであるポリスチレン製の球状透明粒子
とを含んだ分散液を調製した。ポリビニルアルコール溶液としては、クラレ社製のＰＶＡ
ＨＣを使用した。透明粒子としては、モリテック社製の３５００Ｂを使用した。球状粒子
に対するポリビニルアルコールの質量比は１／２０とした。
【０２２７】
　次に、厚さが２５μｍのＰＥＴフィルム上に、バーコート法を用いて、この分散液を塗
布した。この塗膜を８０℃に設定したオーブン中で１分間に亘って加熱した後、吸引装置
を用いて、余分な透明粒子を除去した。塗膜上に残留した透明粒子は、充填率が５０％以
上の単一層を形成していた。
【０２２８】
　その後、粒子層上に、真空蒸着法によって厚さが５０ｎｍのアルミニウム層を形成した
。以上のようにして、光学素子を得た。なお、この光学素子の前面は、ＰＥＴフィルムの
表面である。
【０２２９】
　この光学素子の分光透過特性を測定した。その結果、この光学素子の透過率は、４００
ｎｍ乃至７００ｎｍの波長範囲の全域で約１５％であった。
【０２３０】
　この光学素子を、光学素子の背面が印刷物の前面と向き合うように、アクリル粘着剤を
介して印刷物に貼り付けた。なお、光学素子を介して印刷物の印刷パターンが透けて見え
ることはなかった。
【０２３１】
　次に、この光学素子の前面を白色光で照明し、これを正面から観察した。この場合、こ
の光学素子は、照明方向に拘らず暗い青緑色の像を表示した。
【０２３２】
　その後、この光学素子の前面を斜め方向から白色光で照明し、これを負の角度範囲内の
方向から観察した。観察角度を－３０°未満とした場合、この光学素子は、回折光に由来
する青乃至赤色の像を表示した。
【０２３３】
　更なる利益及び変形は、当業者には容易である。それゆえ、本発明は、そのより広い側
面において、ここに記載された特定の記載や代表的な態様に限定されるべきではない。従
って、添付の請求の範囲及びその等価物によって規定される本発明の包括的概念の真意又
は範囲から逸脱しない範囲内で、様々な変形が可能である。
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